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１.著作権制度の概要

• 著作者人格権
– 公表権
– 氏名表示権
– 同一性保持権

• 著作権（財産権）
– 複製権
– 上映権
– 公衆送信権
– 頒布権
– 譲渡権･･･

大学図書館のサービス機能と著作権

＊学習図書館機能

＊研究図書館機能

＊電子図書館機能

・学習用資料の提供
・貸出サービス
・レファレンス、情報サービス
・学習目的（調査研究）著作物複製

（基本的サービスは上記と同様）
・学術研究用資料の重点的、分野別
分担収集と相互利用（ＩＬＬ）
・学術情報のディジタル化、ネット
ワーク化(WWW)

・電子的著作物のライセンシング、
情報発信



２．図書館資料の複製

著作権法第三十一条

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施
設で政令で定めるもの（以下この条において「図書館等」という。）においては、
次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録
その他の資料（以下この条において「図書館資料」という。）を用いて著作物を複
製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表され
た著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作
物にあつては、その全部）の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手す
ることが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

セルフ式コピー機による複写

「大学図書館における文献複写に関する
実務要項」に基づき運用

• 日本複写権センターとの長年の協議の結果、平成15
年１月にまとめる

• 平成15年４月23日付けで国公私立大学図書館協力委
員会から各大学図書館に、実務要項と解説を送付

• http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/Kdtk/yoko.pdfでも
公開

• 図書館の種類
– 中央図書館、分館又は各学部等に設置されている図書施設
（専任職員を配置し、著作権の適正な管理を行う図書室
等）

• 著作権法尊重態度の周知
– 著作権尊重の重要性と複製できる範囲を、掲示や利用案内･
ガイダンスで周知する

• セルフ式コピー機による複製
– コピー機の管理者を置き、適正な管理に努める
– 利用者には申込書を提出させる

• 定期刊行物の「発行後相当期間」
– 一般に入手できなくなる目安を、次号が既刊となった場合
又は発行後３ヶ月を経た場合とし、それまでは論文等の全
部は複製できない

ＩＬＬによる複製物の提供

• 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で
は法改正の結論に至らなかった

• 大学図書館から大学図書館への提供をファク
シミリ等を用いて実施することについて、当

事者間で協議の結果、利用許諾契約を締結す

ることで決着した
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通信される複写物

①、③コピー機(郵送)：紙の移
動 ーーーーーーーーーーーーー

②，④Ｆａｘ：紙→紙（原複写物の廃
棄）

ーーーーーーーーーーーーー

⑤、⑥ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信：
メール添付、ファイル転送：

紙→ファイル→ファイル→紙

（原複写物の廃止とファイルの消去）

複写物の様態

①、③：紙（アナログ）

ーーーーーーーーーーーーーーー

②、④Ｆａｘ：紙（アナログ）の電話回線通信

ーーーーーーーーーーーーーーー

⑤、⑥：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信

・ＰＣ上では、デジタルファイルで通信
したのち紙（アナログ）に出力

・ＰＣ上のデジタルファイルはＯＣＲなどを

介したテキストデータベースではなく、

ページイメージの画像情報

・電子透かし技術等電子的複製物の
遡及的保護手段が必須
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図書館における複製物提供手段（非来館型）
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複製に関する課題

• ファクシミリ等による送信⇒利用許諾契約
• 入手困難な資料の複製⇒事前意思表示システムの検討
• 再生手段の入手が困難な資料の媒体変換
⇒法改正を行う方向

• 31条を超える範囲の複製
⇒日本複写権センター等との協議

• 営利目的の複製の除外⇒引き続き関係者間で協議
• 複製にかかわる補償金⇒引き続き関係者間で協議

３．図書館における貸出

• 大学図書館における貸出
–貸出可能な資料種類
–館内閲覧、研究室備付について

• 貸出に関する課題
–複本問題
–貸出に関わる補償金（公共貸与権の導入）

４．図書館におけるビデオ･映画の上映

• 大学図書館における上映
･･･個人視聴、上映会、授業･･･

• 上映権制限の撤廃
⇒法改正を行う方向で検討中



５．著作権法に関する協議

法改正に関する協議
文化審議会著作権分科会での審議

法の運用に関する協議
権利者側との協議
・図書館等における著作物等の利用に関する当事者協議

・（社）日本複写権センターとの協議

・作家・図書館・出版社協議会

・上映権懇談会

図書館側の協議体制

・国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会及び同
ワーキンググループ

・著作権に関する図書館団体懇談会

６．大学図書館における著作権問題
Ｑ＆Ａ

http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/Kdtk/copyrightQA.pdf

• 平成14年2月に国公私立大学図書館協力委員
会著作権問題拡大ＷＧが作成

• その後平成15年3月、平成16年3月に、同委員
会大学図書館著作権検討委員会が改訂版を公
開

• copy-wg@lib.u-tokyo.ac.jpで質問等受付

内容：大学図書館における利用者サービス等の
業務の現場での著作権に関わる事例の集積

• 権利者とのガイドライン作成に向けた取組を中心に

･･･コイン式コピー機、ＩＬＬ、ＦＡＸ等

• 複製権の権利制限の色々（法31条の条文解釈）

･･･著作物の一部、発行後相当期間、媒体変換等

• 図書館活動と今後の著作権問題

･･･教育目的、Web情報の複製、電子図書館等


